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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　焼入れ装置において加熱後に浸漬されるワークの焼入れ工程中の物理状態を計測する計
測デバイス用の耐熱ケースであり、
　計測デバイス本体を収納するための防水断熱ケースと、
　防水断熱ケースを囲んでいる断熱材と、
を備えており、
　前記断熱材に、耐熱ケースを浸漬したときに浸漬液を前記断熱材の厚み方向の内側に導
く液体導入路が設けられていることを特徴とする耐熱ケース。
【請求項２】
　前記液体導入路が、前記断熱材に等間隔に設けられていることを特徴とする請求項１に
記載の耐熱ケース。
【請求項３】
　前記液体導入路の入口に、耐熱ケースを浸漬したときの液圧で開通する気体遮蔽蓋が設
けられていることを特徴とする請求項１又は２に記載の耐熱ケース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、焼入れ装置において加熱後に浸漬されるワークの焼入れ工程中の物理状態を
計測する計測デバイスを、加熱工程と浸漬工程の環境から保護する耐熱ケースに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　焼入れ装置は、ワークを加熱した後に液体に浸漬して表面を急速に冷却する。ワークの
種類によっては、ワークは１０００度付近まで熱せられた後に１００度付近まで急速に冷
却される。加熱工程における温度や加熱時間、或いは浸漬工程における液体温度や浸漬時
間の適正値を定めるために、焼入れ工程の全般（即ち加熱工程から浸漬工程）に亘ってワ
ークの物理状態を計測する必要がある。ここで、代表的な物理状態にはワークの温度と歪
みが挙げられる。ワークの物理状態を計測するための熱電対や歪みゲージなどのプローブ
は、厳しい温度環境に耐えられるものが存在するが、データロガーなどの電子デバイスを
含む計測デバイス本体は、そのような厳しい温度環境には耐えられない。そのような温度
環境から保護するために、計測デバイス本体は、耐熱ケースに収納されて用いられること
がある。例えば特許文献１に、液体シールで防水された内断熱ケースと、内断熱ケースを
さらに収納する外断熱ケースで２重に覆われたデータ記録装置が提案されている。特許文
献１の技術は、外断熱ケースによって加熱工程における内断熱ケースの液体シールの温度
上昇が抑制されるので、安価な液体シールを採用することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２９２４２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　発明者は、焼入れ装置内の温度環境から計測デバイスを保護するのに適した耐熱ケース
を求めるため、次の実験を行った。即ち、単純な従来の耐熱ケース（特許文献１の耐熱ケ
ースではない）を１０００℃近い温度に４～５時間曝した後に常温でさらに数時間放置し
、耐熱ケース内部空間の温度変化を測定した。その結果、１０００℃近い高温化でも耐熱
ケース内部空間の温度は１００℃程度であったが、常温放置後に時間を経るにつれて耐熱
ケース内部空間の温度が電子デバイスの耐熱温度を超えるまでに上昇した。なお、一般の
電子デバイスの耐熱温度は、概ね１５０℃を超えることはない。この現象のメカニズムは
次のとおり推定される。高温環境下においては、耐熱ケース内部空間にまで熱は到達しな
いが、耐熱ケースの表層の断熱材に熱が蓄積される。加熱後、耐熱ケースを常温で放置し
ておくと、外からの熱の供給はないが、表層に蓄積された熱が徐々に拡散して耐熱ケース
内部空間へ到達し、耐熱ケース内部空間の温度が上昇する。表面が１０００度近くまで熱
せられる耐熱ケースは、比較的短時間であれば内部空間の温度上昇を抑制できるが、加熱
後に長時間放置しておくと内部空間の温度が上昇してしまい、収納した電子デバイスを熱
から保護できない虞がある。
【０００５】
　本発明は上記課題に鑑みて創作された。本発明は、焼入れ装置において加熱後に浸漬さ
れるワークの焼入れ工程中の物理状態を計測する計測デバイスを、加熱工程と浸漬工程の
環境から保護するのに適した耐熱ケースを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、焼入れ工程においては、ワークは加熱後に冷却のために浸漬されることを積
極的に利用する。即ち、本発明は、ワーク付近に設置した耐熱ケースも浸漬されることに
着目して創作された。本発明の耐熱ケースは、焼入れ装置において加熱後に浸漬されるワ
ークの焼入れ工程中の物理状態を計測する計測デバイスを保護するのに適している。ここ
で、焼入れ工程とは加熱工程と浸漬工程を意味する。本発明の耐熱ケースは、計測デバイ
ス本体を収納するための防水断熱ケースと、防水断熱ケースを囲んでいる断熱材を備え、
その断熱材に、耐熱ケースを浸漬したときに浸漬液を断熱材の厚み方向の内側に導く液体
導入路が設けられていることを特徴とする。加熱時に、防水断熱ケースを囲む断熱材に熱
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が蓄積するが、浸漬工程において液体導入路に浸入する浸漬液（冷却液）が断熱材の熱を
奪う。この耐熱ケースは、液体導入路を設けることによって、加熱時に耐熱ケースに蓄積
された熱を浸漬時に積極的に放出し、耐熱ケース内部空間の温度上昇を抑制する。
【０００７】
　防水断熱ケースを囲む断熱材に設けられた液体導入路は、加熱工程において高温の気体
の侵入も許容するので、耐熱ケース全体の短時間の断熱特性は、液体導入路を設けない場
合に比べて低下する。しかしながら、浸漬工程において液体導入路を通して浸漬液（冷却
液）を断熱材の厚み方向へ導くことによって、加熱工程において耐熱ケースに蓄積される
熱を効率的に放出することができ、長時間の耐熱特性を向上させることに成功した。焼入
れ工程における浸漬液は、典型的には常温～１３０℃の油が用いられる。
【０００８】
　浸漬工程における熱の放出を高めるために、本発明の耐熱ケースは、液体導入路が防水
断熱ケースの周囲に設けられていることが好ましい。さらに、液体導入路は、防水耐熱ケ
ースを囲む断熱材に等間隔に設けられていると一層好ましい。
【０００９】
　加熱工程における高温の気体の液体導入路への侵入を阻止できると、加熱工程における
耐熱性も向上する。そこで、本発明の耐熱ケースは、液体導入路の入口に、加熱工程にお
いて高温ガスの侵入を阻止するとともに、浸漬されたときの液圧で開通する気体遮蔽蓋が
設けられているとよい。気体遮蔽蓋は、加熱工程における雰囲気圧では開かず、浸漬工程
における液圧で開くリリーフバルブで構成されてよい。或いは、気体遮蔽蓋は、液圧で破
壊する耐熱薄板、又は、浸漬液で溶融する耐熱薄板であってもよい。そのような気体遮蔽
蓋を備えることで、液体導入路への高温気体の侵入を防止することができ、加熱工程にお
ける断熱性を向上することができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明は、焼入れ装置において加熱後に浸漬されるワークの物理状態を計測する計測デ
バイスを、加熱工程と浸漬工程の環境から保護するのに適した耐熱ケースを提供する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、焼入れ装置の模式図を示す。
【図２】図２は、耐熱ケースの縦断面図と水平断面図を示す。
【図３】図３は、液体導入路の入口付近の部分断面図を示す。
【図４】図４は、他の耐熱ケースの液体導入路の入口付近の部分断面図を示す。
【実施例１】
【００１２】
　第１実施例の耐熱ケースを説明する前に、まず、焼入れ装置と焼入れ工程を説明する。
図１に、焼入れ装置１０の模式図を示す。なお、図１の下方に、焼入れ工程におけるワー
クの温度変化のグラフＬを示す。
【００１３】
　焼入れ装置１０は主たる部品として、加熱炉１２と、エレベータ２２と、油槽１４を備
えている。ワークは、キャリアフレーム３０に支持され、コンベア１６によって焼入れ装
置１０内を移動する。キャリアフレーム３０は、複数のワークを一度に焼入れするための
冶具である。ワークを支持したキャリアフレーム３０は、入口扉１８を通って加熱炉１２
へ搬送され、加熱された後に出口扉２０を通ってエレベータ２２に格納される。その後、
ワークを支持したキャリアフレーム３０は、エレベータ２２によって油槽１４へ浸漬され
て冷却される。油槽１４には、浸漬液（冷却液）として常温～１３０℃の油が満たされて
いる。
【００１４】
　加熱炉１２は、４つの小部屋１２ａ、１２ｂ、１２ｃ、及び１２ｄに区画されている。
ワークは、第１小部屋１２ａ内で、約６０分かけて常温（約２０℃）から約９５０℃へ昇
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温される。この工程は予熱工程と呼ばれる。次にワークは第２小部屋１２ｂに搬送される
。第２小部屋１２ｂ内は炭素を含むガスで満たされている。第２小部屋１２ｂ内は約９５
０℃に保たれており、この中で約６０分かけてワーク表層に炭素が注入される。この工程
は浸炭工程と呼ばれる。次にワークは第３小部屋１２ｃに運ばれる。第３小部屋１２ｃも
約９５０℃に保たれている。この中で、注入された炭素を、約６０分をかけてワーク内に
拡散させる。この工程は拡散工程と呼ばれる。次にワークは第４小部屋１２ｄに搬送され
る。第３小部屋では、ワークの温度が約１５分をかけて約８５０℃まで下げられる。この
工程は降温工程と呼ばれる。予熱工程から降温工程までは加熱工程と総称される。最後に
ワークは油槽１４へ浸漬されて約１３０℃に急激に冷却される。浸漬される時間は約５分
である。こうしてワークは焼入れされる。加熱工程と浸漬工程を合わせて焼入れ工程と呼
ばれる。なお、厳密には焼入れ工程では、予熱工程の前に脱脂工程が実施されるが、本実
施例では説明を省略する。
【００１５】
　各工程の温度や所要時間は、ワークの材質や浸炭深さに依存して調整される。また、焼
入れ工程におけるワーク温度は実際には曲線的に変化するが、図１のグラフＬはワークの
温度変化を模式的に表していることに留意されたい。図１において、焼入れ装置１０とグ
ラフをつなぐ破線は、各工程と温度変化の対応を模式的に表している。
【００１６】
　上記のとおり、ワークは焼入れ装置内で急激な温度変化に曝される。温度や所要時間が
適正でないとワークに大きな歪みが生じたり、望ましい硬さが得られなかったりする。そ
こで、浸漬工程（冷却工程）を含む各工程におけるワークの物理量を計測する必要がある
。ここで「物理量」は、代表的にはワークの表面温度や歪み量である。そのため、キャリ
アフレーム３０にワークとともに計測デバイスを収納して焼入れ装置１０内に搬送し、焼
入れの全工程に亘ってワークの物理量を計測する。計測デバイスは、ワークに貼着する熱
電対や歪みゲージなどのプローブと、プローブから得られる電気信号を処理する計測デバ
イス本体からなる。計測デバイス本体は、プローブから得られる電気信号を記録するデー
タロガーや、或いは、プローブから得られる電気信号を焼入れ装置外部のデータロガーへ
無線送信する無線機である。熱電対や歪みゲージなどのプローブは焼入れ工程における厳
しい温度環境に耐え得るものが存在するが、データロガーや無線機などの計測デバイス本
体（電子デバイス）の耐熱温度は、概ね１５０℃以下である。そのため、焼入れ工程の温
度環境から計測デバイス本体を保護する耐熱ケースが必要となる。
【００１７】
　図２に、実施例の耐熱ケース１００の模式図を示す。耐熱ケース１００は、円筒形の外
形状を有している。図２（Ａ）は、耐熱ケース１００の模式的縦断面図を示しており、図
２（Ｂ）は、耐熱ケース１００の模式的水平断面図を示している。図２（Ｂ）は、図２（
Ａ）のＢ－Ｂ線に沿った断面を示している。
【００１８】
　耐熱ケース１００は、防水断熱ケース３２と、外ケース４０から構成されている。防水
断熱ケース３２内には断熱材３４が詰込まれている。断熱材３４の内側に内部空間３２ａ
が形成されており、その内部空間３２ａに計測デバイス本体５０が収容される。符号３６
は、防水断熱ケース３２の蓋と容器の間に配置されたシール材である。シール材３６によ
って、防水断熱ケース３２の水密性が保たれる。防水断熱ケース３２の内部空間３２ａか
らは、デバイス本体５０と熱電対或いは歪みゲージなどのプローブ５４をつなぐケーブル
５２が延出している。なお、ケーブル５２の回りもシール材で封止されている。
【００１９】
　外ケース４０内に、防水断熱ケース３２を囲むように断熱材４２が詰込まれている。外
ケース４０は、防水断熱ケース３２の周囲に断熱材４２を保持している。
【００２０】
　外ケース４０と断熱材４２には、浸漬工程において油（浸漬液）をその厚み方向に導く
ための液体導入路４４が設けられている。図２に示されているように、液体導入路４４は
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、外ケース４０から防水断熱ケース３２の表面まで延びている。また、図２に示されてよ
うに、液体導入路４４は、防水断熱ケース３２の周囲に略等間隔に設けられている。
【００２１】
　焼入れ装置での焼入れ工程中のワークの温度と歪みの経時変化を測定するときは、プロ
ーブ５４をワークＷに貼着し、計測デバイス本体５０を耐熱ケース１００に収納し、ワー
クＷととともに耐熱ケース１００をキャリアフレーム３０に搭載して焼入れ装置１０へ入
れる。焼入れ装置１０内で、耐熱ケース１００は加熱工程で約９５０℃まで加熱された後
に油槽１４に浸されて約１３０℃まで冷却される。デバイス本体５０は防水性の耐熱ケー
ス１００に保護されているので破壊温度（約１５０℃）には至らない。なお、防水断熱ケ
ース３２は、シール材３６によって水密性が保たれているので浸漬液が内部空間３２ａ内
へ浸入することはない。本実施例の計測デバイス本体５０は、プローブ５４から得られる
電気信号を記録するデータロガーである。計測デバイス本体５０は、焼入れ工程終了後に
耐熱ケース１００から取り出され、記録した計測データがコンピュータへ移される。
【００２２】
　液体導入路４４の効果を説明する。耐熱ケース１００は、加熱工程では気体中で加熱さ
れ、冷却工程では液体（油）で冷却される。加熱工程では、液体導入路４４に高温ガスが
流入するので、液体導入路４４を設けない場合に比べて耐熱ケースの断熱効果は低下する
。他方、加熱工程において、断熱材４２は熱を蓄積する。特に高温ガスに曝されている断
熱材４２の表層に熱が蓄積する。蓄積された熱は徐々に内部へ拡散し、防水断熱ケース３
２の温度を上昇させる原因となる。加熱工程の後に耐熱ケース１００が液体（油）の中に
浸漬されると、液体導入路４４によって内部に導かれた油が断熱材４２を冷却する。この
ことによって、断熱材４２が蓄積した熱による防水断熱ケース３２の温度上昇が抑制され
る。ここで、一般に気体よりも液体の方が熱拡散率が高いので、加熱工程において液体導
入路４４に侵入した高温ガスが断熱材４２に与える単位時間当たりの熱量よりも、浸漬工
程において液体導入路４４に浸入した浸漬液が断熱材４２から奪う単位時間当たりの熱量
の方が大きい。従って、液体導入路４４によって、計測デバイス本体５０を収容する内部
空間３２ａの長時間の断熱性が向上する。特に、液体導入路４４は、防水断熱ケース３２
を囲んでいる断熱材４２に等間隔に設けられているので、液体導入路４４に導かれる浸漬
液が断熱材４２の全体を均等に冷却する。
【００２３】
　上記のとおり、液体導入路４４を備えた耐熱ケース１００は、ワークをガス中で加熱し
た後に液体中で冷却する焼入れ装置に特有の環境変化を利用し、計測デバイス本体を長時
間に亘って熱環境から保護することができる。
【実施例２】
【００２４】
　上記の耐熱ケース１００をさらに改良した耐熱ケースを説明する。図３は、第２実施例
の耐熱ケース２００の部分断面図である。図３は、液体導入路４４の入口付近を拡大した
断面図である。耐熱ケース２００は、液体導入路４４の入口にリリーフバルブ６５を備え
ている。リリーフバルブ６５を備えること以外は、耐熱ケース２００は第１実施例の耐熱
ケース１００と同じ構造を有している。なお、液体導入路４４の全ての入口にリリーフバ
ルブ６５が設けられている。
【００２５】
　ここではリリーフバルブ６５についてのみ説明する。リリーフバルブ６５は、ボール６
２とスプリング６４、及び、外ケース４０に形成されたテーパホール６０で構成される。
テーパホール６０は、液体導入路４４の入口に相当する。テーパホール６０は、外ケース
４０の内側から外側に向かって先細りになっている。このテーパホール６０にボール６２
が配置されている。ボール６２の背後にスプリング６４が配置されており、そのスプリン
グ６４がボール６２を外側に向かって付勢している。ボール６２の直径はテーパホール６
０の直径よりも大きく、スプリング６４の付勢力によってボール６２はテーパホール６０
を塞ぐ。外側から閾値以上の圧力が加わるとボール６２が内側に後退してリリーフバルブ
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６５が開く。スプリング６４の付勢力は、加熱炉内のガス圧（雰囲気圧）ではリリーフバ
ルブ６５が開かず、浸漬工程における外側からの液圧で開く大きさに調整されている。す
なわちこのリリーフバルブ６５は、加熱炉における雰囲気圧では開かず、浸漬工程におけ
る外側からの液圧で開通する気体遮蔽蓋を構成する。リリーフバルブ６５は、加熱工程に
おいて高温ガスが液体導入路４４へ侵入することを阻止し、浸漬工程において浸漬液が浸
入することを許容する。リリーフバルブ６５により、耐熱ケース２００の断熱性能が向上
する。
【実施例３】
【００２６】
　耐熱ケース１００の別の改良タイプを説明する。図４は、第３実施例の耐熱ケース３０
０の部分断面図である。図４は、液体導入路４４の入口付近を拡大した断面図である。耐
熱ケース３００は、液体導入路４４の入口に気体遮蔽蓋７０を備えている。気体遮蔽板７
０を備えること以外は第１実施例の耐熱ケース１００と同じ構造を有している。なお、液
体導入路４４の全ての入口に気体遮蔽蓋７０が設けられている。
【００２７】
　気体遮蔽蓋７０は、耐熱塗料を固めて形成した板である。その板厚は、浸漬時の液圧に
よって破壊されるように調整されている。すなわちこの気体遮蔽蓋７０は、加熱炉におけ
るガス圧では開かず、浸漬時の液圧で開通する。気体遮蔽蓋７０は、加熱工程において高
温ガスが液体導入路４４へ侵入することを阻止し、浸漬工程において浸漬液が浸入するこ
とを許容する。気体遮蔽蓋７０により、耐熱ケース３００の断熱性能が向上する。なお、
気体遮蔽蓋７０は、浸漬液（冷却液）で融解する材料で形成されていてもよい。
【００２８】
　以上、本発明の具体例を詳細に説明したが、これらは例示に過ぎず、特許請求の範囲を
限定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例を様々
に変形、変更したものが含まれる。
　本明細書または図面に説明した技術要素は、単独であるいは各種の組合せによって技術
的有用性を発揮するものであり、出願時請求項記載の組合せに限定されるものではない。
また、本明細書または図面に例示した技術は複数目的を同時に達成し得るものであり、そ
のうちの一つの目的を達成すること自体で技術的有用性を持つものである。
【符号の説明】
【００２９】
１０：焼入れ装置 
１２：加熱炉
１４：油槽
１６：コンベア
２２：エレベータ
３０：キャリアフレーム
３２：防水断熱ケース
３４、４２：断熱材
３６：シール材
４０：外ケース
４４：液体導入路
５０：計測デバイス本体
６０：テーパホール
６２：ボール
６４：スプリング
６５：リリーフバルブ
７０：気体遮蔽蓋
１００、２００、３００：耐熱ケース
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